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第４章 学校と地域・関係行政機関等との連携・協力

（１）学校と地域・関係行政機関等との連携・協力

職場体験を効果的かつ円滑に推進していくためには、次代を担う子どもたちを社会全

体で育てるという気運を醸成し、学校の取組に対する地域における企業や事業所、商工

会議所等の経済団体やハローワーク等の関係行政機関、ＰＴＡ、青年会議所、ロータリ

。 、 、ークラブやライオンズクラブ等関係団体等の理解と協力が不可欠である このため 国

各教育委員会においては、職場体験を支援するため、学校外の教育資源を有効に活用す

る様々な施策やシステムづくりに取り組んでいくことが求められる。

① 国の取組

平成15年６月に文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大

臣により取りまとめられた「若者自立・挑戦プラン」においては 「インターンシップ、

について、単位認定の促進、期間の多様化などにより内容を充実し、体験的な活動の実

施の拡大を図る。また、各省が連携して、国・地方の各レベルで関係者による連絡・推

進協議会を設置するなど推進体制を強化する」とされたところである。さらに、平成

16年12月には内閣官房長官を加えた関係５閣僚により「若者の自立・挑戦のためのア

」 、 、クションプラン が取りまとめられ 学校段階からのキャリア教育の推進に当たっては

学校、労働局、ハローワーク、経営者協会や商工会議所等による地域レベルの協議の場

を設けるなど、関係機関等の連携・協力による支援システムづくりに取り組むことが提

。 、 、 、 、言されている これらを踏まえ 文部科学省 厚生労働省 経済産業省の各省において

キャリア教育関連事業の実施における関係機関との連携・協力を一層推進することと

し、各都道府県等にもその趣旨を周知したところである。今後、国レベルのみならず、

地方レベルにおいても、関係諸機関・団体との連携・協力のもと、職場体験をはじめと

するキャリア教育の円滑な推進が強く望まれる。

また、関係行政機関においては、どのようなキャリア教育に係る施策を実施している

のか、あるいは相談する場合の窓口はどこかなど、積極的な情報提供を行うことが必要

であり、都道府県や市区町村においてはこれらの情報を積極的に活用していくことが必

要である。
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関係府省における若年者雇用・人材育成に関する主な事業

担当府省 主 な 事 業

○キャリア教育実践プロジェクト
・キャリア・スタート・ウィーク

○新キャリア教育プラン推進事業
文部科学省 ・インターンシップ連絡協議会

・キャリア教育推進フォーラム
・キャリア教育推進地域指定事業

○「日本版デュアルシステム」( ･ ｼｽﾃﾑ) の推進実務 教育連結型人材育成
○目指せスペシャリスト（ スーパー専門高校 ）「 」
○草の根eラーニング・システムの整備
○専修学校を活用した職業意識の啓発の推進
○専修学校を活用した若者の自立・挑戦支援事業(ﾌﾘｰﾀｰ ﾌﾟﾛ等に対する短期教育
ｸﾞﾗﾑ ･ )の開発 導入

○専修学校教育重点支援プラン
○キャリア高度化プランの推進
○文部科学省ホームページにおけるキャリア教育に関する情報提供 等

○若者の人間力を高めるための国民運動
○若者自立塾の創設
○ヤングジョブスポットによる若年者への働きかけ
○就職基礎能力速成講座

厚生労働省 ○無償の労働体験等を通じての就職力強化事業（ジョブパスポート事
業）

○キャリア探索プログラム、ジュニアインターンシップ等小中高校生
向けの職業意識形成支援事業

○大学及び大学生に対する就職支援
○若年者試行雇用事業の拡充
○職場定着の推進
○ものづくり立国の推進
○「日本版デュアルシステム」( ･ ｼｽﾃﾑ)の推進実務 教育連結型人材育成
○若年者向けキャリア・コンサルタントの養成・普及
○学卒、若年者向けの実践的能力評価・公証の仕組みの整備
○若年者のためのワンストップサービスセンター(ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ)の整備 等

○地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト
○若年者のためのワンストップサービスセンター(ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ)の整備

経済産業省 ○製造現場の中核人材の育成
○人材投資促進税制の創設
○草の根eラーニング・システムの整備
○サービス、ＩＴ、ＭＯＴ等の成長分野を支える人材の育成
○ドリームゲート事業
○起業家教育促進事業
○創業塾等 等

○インターネット上で意見交換・情報発信・意見収集を行うためのウ
内 閣 府 ェブサイト「ニュートラ（http://www.neutra.go.jp 」の構築）

○若者就職支援のためのシンポジウムや相談会「なるにはメッセ（若
者チャレンジキャラバン 」の実施 等）
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② 教育委員会の取組

（ア）都道府県・指定都市教育委員会

都道府県・指定都市教育委員会においては関係機関と連携し、文部科学省、厚生労働

、 、 、 、省 経済産業省 内閣府などが実施する各種事業に関し 情報提供や情報交換を行う場

あるいは受入事業所の開拓・確保のための実施時期・期間の調整など職場体験を推進す

るための協議の場を積極的に設けることが望まれる。具体的には、文部科学省の実施す

るキャリア教育実践プロジェクトにおけるキャリア・スタート・ウィーク支援会議（都

道府県レベルにおける設置）は、職場体験を推進するための協議の場として設置される

ものであり、都道府県・指定都市教育委員会は、この支援会議において中心的な役割を

果たすとともに、学校現場における混乱を避けるという観点からも、関係府省が実施す

るキャリア教育関連事業のコーディネーターとしての役割を積極的に果たすことが求め

られる。また、都道府県教育委員会においては、市区町村教育委員会に対し、国が実施

する施策及びその趣旨等を十分に理解した上で、少なくとも各種情報を停滞させること

なく周知することが重要である。

（イ）市区町村教育委員会

市区町村教育委員会においては、広報啓発活動などを通じて地域ぐるみで職場体験を

実施する気運を醸成するために、学校、ＰＴＡ、ハローワーク、商工会議所、商店会や

農協等により構成される職場体験を実施するためのより具体的な協議や情報交換、職場

開拓などを行う場を設けるなど、効率的なシステムづくりに積極的に取り組んでいただ

きたい。その意味で、キャリア教育実践プロジェクトにおけるキャリア・スタート・ウ

ィーク実行委員会（市区町村レベルにおける設置）は、職場体験を実施するための地域

と密着した実効性のある協議の場であり、この実行委員会において市区町村教育委員会

は、中心的な役割を果たし、都道府県教育委員会との緊密な連携の下に、関係府省が実

、 、 、施するキャリア教育関連事業の学校現場における展開に際し 指導・助言を行い また

。 、 、コーディネーターとしての役割を積極的に果たすことが求められる また その際には

市区町村における観光課、産業課や商工課等の各関係部署と連携し、各学校に対し、都

道府県教育委員会から提供された国が実施する施策等に関する各種情報を十分に理解し

た上で各学校に周知を行い、各学校で円滑に職場体験が実施できるよう具体的に指導・

助言することが重要である。

③ 地域との連携・協力

職場体験の効果的かつ効率的な実施を図るとともに、次代を担う子どもたちを社会全

体で育てるという気運を醸成するためには、職場体験の必要性や意義、教育的効果を地

、 。 、域住民一人一人が共通認識し 各自が積極的に参加することが必要である 具体的には

地域住民一人一人が職場体験を実施しているという意識を持ち、実際に職場体験を行っ

ている生徒とふれあったり、生徒を見守るなど地域が一体となって職場体験を支援する
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ことが豊かな学習の場や機会を創造していくことにつながる。

そして、こうした地域が一体となった職場体験を実施するためには、計画段階から受

、 。 、入事業所等や保護者 地域住民などの声を反映させる協議の場が必要である さらには

このような体制を構築するために、たとえば、事前・事後指導の際に受入事業所の方や

学校評議員など地域住民や保護者を学校に招き、職業講話を行ったり、職場体験の意義

について事前に説明することなどが極めて有効な手段である。

（２）受入事業所の開拓

年々職場体験の実施率が増加する一方、学校間で職場体験の実施時期を調整できなか

ったりすることによる受入事業所等の確保をめぐる競合が課題になっている地域も出て

きている。

現状では、受入事業所等の開拓を各学校や生徒自らが行っているところが多いが、職

、 、場体験をより円滑に実施し 地域社会全体で子どもを育てるという気運を醸成するため

学校、関係機関、地域社会が一体となった地域ぐるみでの取組を進めることが大切であ

る。このため、都道府県レベルにおいて、職場体験を受け入れる事業所、企業等を確保

するために、都道府県教育委員会、労働局、経済産業局、経営者協会、商工会議所等関

係諸機関・関係経済団体等による連携を図る場として協議会を設けるなど、円滑なシス

テムづくりを行ったり、職場体験の成功事例などを域内の市区町村や学校に積極的に情

報提供することなどが求められる。

また、同時に都道府県レベルだけではなく、市区町村レベルにおいては、市区町村教

育委員会、ハローワーク等の関係行政機関、商工会議所等の経済団体、ＰＴＡ、自治会

等地域の関係団体等の協力を得て、職場体験を推進するための協議会を設けるなど、地

域のシステムづくりを進めることが必要である。協議会の役割は、受入事業所等の確保

及びリストの作成、関係諸機関間の調整や学校間の実施時期の調整等を行うなど、職場

体験を効果的・効率的に推進していくことである。

さらに、平成16年11月に日本経済団体連合会及び日本商工会議所からキャリア・ス

タート・ウィークの積極的受入などキャリア教育の推進に協力する旨の提言がなされ

た。また、地域における組織的な取組として学校への講師派遣や職場体験の受入可能な

企業名、連絡先等を一覧にしたリストを作成し、教育委員会を始め域内の全中学校に配

布するなど積極的に協力している団体がすでに見受けられることから、各地域における

今後の積極的な連携・協力がより一層期待されるところである。

なお、体験先の一覧等を作成する際には、個人情報の取扱について配慮することが必

要である。
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